
令和２年度
第１回越谷市空家等対策協議会

日時：令和２年７月１７日（金）
午後２時３０分～

場所：越谷市役所本庁舎５階
第１委員会室

1

資料１



１．開会

２．あいさつ

３．会長・副会長の選出

４．報告事項
（１）越谷市空家等対策計画の概要及び実施状況について
（２）新たな取り組みについて

５．その他

６．閉会

次第
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配布資料
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【資料１】 スライド資料

【参考資料１】 越谷市空家等対策計画 概要版

【参考資料２】 越谷市空家等対策協議会運営要領

空家等対策の推進に関する特別措置法

越谷市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

越谷市空き家等の適正管理に関する条例

越谷市空き家等の適正管理に関する条例施行規則



（１）越谷市空家等対策計画の概要及び実施状況について

４．報告事項
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１世帯あたりの平均人員
３.３６（人/世帯）
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１世帯あたりの平均人員
２．４７（人/世帯）

昭和60年に人口
25万人突破

本市の人口・世帯数の推移
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増加 減少

将来人口予想
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空家数・空家率の推移と将来予想

予測値については、埼玉県の予測値を参考に算出
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市内の空家等分布図

空家等の管理状況

空家等の築年数

空家の半分以上
が旧耐震

8割以上が活用
可能な空き家

空家等実態把握調査の結果



越谷市空家等対策計画の基本方針

１．適正管理対策
（1）管理不全な状態の空家等への対応
（2）適正管理のための支援
（3）解決が困難な事案への対応

２．予防・抑制対策
（1）予防行動の促進
（2）建築物の良質化

３．活用・流通対策
（1）空家等の流通の促進
（2）空家等の多様な活用
（3）跡地の活用促進
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ご清聴ありがとうございました。
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空き家等の問題解決に向けた連携イメージ
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空家等に関する相談体制



計画の周知に関する取り組み

市内不動産の所有者等に対する啓発チラシの送付
（納税通知書に同封）

ホームページの改定

１３地区における説明会の実施

住宅産業懇話会及び
宅建協会越谷支部勉強会での
講師依頼

約１２万通

４１８人の参加

約１.１万回閲覧

約４５人の参加

（令和２年３月末時点）
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固定資産税等の納税通知書への同封文
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計画の周知に関する取り組み



適正管理対策の状況（令和２年３月３１日時点）

（1）管理不全な状態の空家等への対応

②特定空家等の件数

累計認定件数： ８７件
（状況の内訳）
指導中件数： ６３件
完了件数 ： ２４件

１．適正管理対策
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①管理不全空家等相談 累計件数 ７０１件
うち、所有者等不明の件数： ９件
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改善前 改善後

（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理対策

外壁等の改修

スライドをご覧ください
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改善前 改善後

（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理対策

樹木の伐採

スライドをご覧ください
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改善前 改善後

（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理対策

建物の除却

スライドをご覧ください
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改善前 改善後

（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理対策

飛散防止措置

スライドをご覧ください



助言・指導書同封チラシ（納税通知書にも同封）
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（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理対策



助言・指導書同封チラシ（R1.7～）
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2

（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理対策



適正管理対策推進に向けて、
公益社団法人越谷市シルバー人材センター
との協定締結

令和元年１１月２５日締結

所有者等の依頼に応じ、適正管理の実施
・空家等の見回り及び点検
・空家等の清掃、除草及び植木の剪定

宅地建物取引業協会 越谷支部
との協定締結（平成３１年２月）

適正管理だけでなく
予防、活用・流通対策
でも連携
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（2）適正管理のための支援
１．適正管理対策



所有者不明案件への対応（財産管理人制度の活用）
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（3）解決が困難な事案への対応
１．適正管理対策



相続財産管理人選任申立案件
（令和元年１月申立て、３月選任）
・所有者が死亡したことにより空家化
・警察からの相談により受付
・法定相続人は不存在
・親族は管理等ができない状況
・近隣から植栽繁茂や防災上に関する通報あり

今後、状態の改善はされず、悪化するのみ

相続財産管理人制度の活用により、空家等の管理・清算

所有者不明案件への対応
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（3）解決が困難な事案への対応
１．適正管理対策



【高齢者の集まり】（空き家予備群）

・高齢者向けサロン
・福祉施設、病院等の家族会
・自治会の集会

講師：司法書士
行政書士

５軒に１軒が空き家予備軍

相続おしかけ講座
遺言作成
など、

相続対策の
意識啓発

相続対策により

空き家の増加を抑制
(売却、適切な管理の実施等)

空き家予備軍への
積極的な働きかけ

R1.10.8 老人福祉センターけやき荘

相続 が６割
※平成２６年空き家実態調査（国）

空き家の

発生要因 ⇒ 相続おしかけ講座

＜令和元年度 出張講座の様子＞

R2.2.12 立野自治会館

講演
相談
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背景・概要

（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4_f26hqXaAhXEW7wKHUGIBEkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.oguchi-shakyo.or.jp/(15)fureai-salon(H25).html&psig=AOvVaw1I5aJi1OhljOfnFucz6N71&ust=1523083532607965
http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E5%AE%B6-%E4%BD%8F%E5%AE%85?ssort=__reaction_buttons_1__________-pm&sdir=desc
http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E5%AE%B6-%E4%BD%8F%E5%AE%85?ssort=__reaction_buttons_1__________-pm&sdir=desc
http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E5%AE%B6-%E4%BD%8F%E5%AE%85?ssort=__reaction_buttons_1__________-pm&sdir=desc
http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E5%AE%B6-%E4%BD%8F%E5%AE%85?ssort=__reaction_buttons_1__________-pm&sdir=desc


空家の予防対策として相続対策講座の実施

日時：令和元年１０月８日
場所：老人福祉センター けやき荘
対象：市内在住６０歳以上
講師：司法書士２名
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日時：令和２年２月１２日
場所：立野自治会館
（自治会からの申し込み）
講師：司法書士２名

今年度は、アクセスしやすい
中央市民会館において、
年齢制限等を設けない講座を実施予定
（講座後に希望者には個別相談も）

①

⇒１７名の参加

⇒１７名の参加

②

（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策



⇒空き家に関する相談先及び相続登記について掲載し、周知を図る

死亡届受付時に市民課が配布する案内
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（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策



平成３１年２月に宅地建物取引業協会
越谷支部と協定締結
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（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策



活用・流通対策の状況

空家相談会の実施（月一回）
（令和元年４月～令和２年３月末時点）

１３名の参加

【相談内訳（重複あり）】
売却・賃貸希望 7件
購入・賃貸希望 3件
解体 4件
活用・跡地利用 2件
税金・3,000万控除 2件
施設入所 1件
相続 1件
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相談会の参加により、２件が仲介成立

（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策



・助言・指導書へ同封
・窓口で相談者等へ配布
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空家指導に伴う所有者からの
同意 （令和元年４月～令和２年３月末時点）

１９名からの同意

４名が仲介成立

（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策



（２）新たな取り組みについて

４．報告事項
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（２）新たな取り組みについて
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フェーズ０

居住中
（空家予備軍）

フェーズ２
管理不全な
空家等

フェーズ1

空家化初期
利用可能時期

フェーズ３
特定空家等

フェーズ４
対応困難な
状態

相続、
施設入所等

条例による
助言・指導等

対応困難となり、
地域コミュニティ等の阻害

所有者等の対応
〈活用・流通等〉

【空家問題の特徴】
所有者等が高齢化すると、所有者等による対応が困難となる
相続等により、処分の手間、時間、コストが増加

改修等

法による助言・指導等



（２）新たな取り組みについて
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「住まいの終活」

予防対策の促進
（フェーズ０～１）

「住まいの終活」の支援策を検討

フェーズ１の利活用可能期までに
「住まいの終活」の推進

支援策案
・チラシ作成
・エンディングノートの書式作成
・福祉関係部局と連携

参考資料：
平成２９年度 先駆的空き家対策モデル事業（国土交通省事業）

住まいの終活促進資料（イメージ）



（２）新たな取り組みについて
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参考資料：令和元年度 空き家対策の担い手強化・連携モデル事業（国土交通省事業）

住まいの終活促進資料（イメージ）



（２）新たな取り組みについて
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参考資料：令和元年度 空き家対策の担い手強化・連携モデル事業（国土交通省事業）

住まいの終活促進資料（イメージ）
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適正管理の促進 （フェーズ１～２）

ふるさと納税を活用した、適正管理の促進・周知

（２）新たな取り組みについて
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適正管理の促進 （フェーズ１～２）

（２）新たな取り組みについて

（ふるさと納税サイトイメージ）
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活用・流通の促進（フェーズ１）

空き家に対するイメージチェンジ

・所有することのメリット、デメリット
・空き家バンクの活用方法
・活用事例を紹介等

空き家は活用できる「資源」にもなるため、
所有者と利用者に働きかけることで、
さらなる活用流通の促進を図る

（２）新たな取り組みについて

資料：平成３０年３月 埼玉県空き家対策連絡会議
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（２）新たな取り組みについて

資料：平成３１年３月 埼玉県空き家対策連絡会議

活用・流通促進資料（イメージ）



39

（２）新たな取り組みについて

資料：平成３０年度 空き家等対策の担い手強化・連携モデル事業（国土交通省事業）

活用・流通促進資料（イメージ）
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（２）新たな取り組みについて

空家バンクの活用



（２）新たな取り組みについて
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フェーズ０

居住中
（空家予備軍）

フェーズ２
管理不全な
空家等

フェーズ1

空家化初期
利用可能時期

フェーズ３
特定空家等

フェーズ４
対応困難な
状態

相続、
施設入所等

条例による
助言・指導等

対応困難となり、
地域コミュニティ等の阻害

所有者等の対応
〈活用・流通等〉

【空家問題の特徴】
所有者等が高齢化すると、所有者等による対応が困難となる。
空家等の状態悪化や相続等により、処分の手間、時間、コストが増加。

改修等

法による助言・指導等



ご清聴ありがとうございました。
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